
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
な
い
方

※

課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養
親
族
や
生

活
保
護
の
被
保
護
者
な
ど
を
除
く

給
付
額　

対
象
者
１
人
に
つ
き
３
０
０
０

円
（
支
給
は
１
回
限
り
）

●
障
が
い
・
遺
族
年
金
受
給
者
向
け
給
付

金
（
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付

金
）

□対
平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象

者
の
う
ち
、
障
が
い
・
遺
族
年
金
な
ど
を

受
給
し
て
い
る
方※

高
齢
者
向
け
給
付
金

を
受
給
し
た
方
は
除
く

給
付
額　

対
象
者
１
人
に
つ
き
３
万
円

（
支
給
は
１
回
限
り
）※

市
民
税
が
未
申

告
の
場
合
、
申
請
書
が
送
ら
れ
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
対
象
者
と
思
わ
れ
る

　

平
成
26
年
４
月
に
消
費
税
率
が
８
パ
ー

セ
ン
ト
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
平
成
28

年
度
も
所
得
の
低
い
方
に
「
臨
時
福
祉
給

付
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

　

ま
た
、
障
が
い
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど

の
受
給
者
に
は
、
同
時
に
「
障
が
い
・
遺

族
年
金
受
給
者
向
け
給
付
金
（
年
金
生
活

者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
）
」
を
支
給

し
ま
す
。
申
請
開
始
は
、
８
月
以
降
、
支

給
時
期
は
10
月
以
降
の
予
定
で
す
。

　

申
請
・
支
給
手
続
き
は
、
詳
細
が
決
ま

り
次
第
、
広
報
や
し
お
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金

□対
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
市
に
住
民

登
録
が
あ
り
、
平
成
28
年
度
分
の
市
町
村

方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　　

市
か
ら
次
の
よ
う
な
お
願
い
を
す
る
こ

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

①
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
誘
導
し
た
り
、
操
作
を
指
示

す
る
こ
と

②
給
付
の
た
め
の
手
数
料
の
振
り
込
み
を

求
め
る
こ
と

③
未
申
請
の
方
に
電
話
し
、
個
人
情
報

（
口
座
番
号
や
世
帯
構
成
な
ど
）
を
聞
く

こ
と

※

怪
し
い
と
思
っ
た
ら
電
話
を
切
り
、
警

察
や
市
役
所
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

※

住
民
登
録
の
要
件
に
よ
っ
て
、
申
請
先

の
市
区
町
村
が
異
な
り
ま
す
。
平
成
28
年

１
月
１
日
前
後
に
転
居
な
ど
を
し
た
場
合

は
、
申
請
先
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

□問
社
会
福
祉
課
☎
○内
２
４
６
、
給
付
金
専

用　

０
１
２
０̶

８
４
０
９
２
０
（
午
前

９
時
〜
午
後
５
時※

土
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
）

　

近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

三
郷
市
さ
つ
き
展

□日
５
月
28
日
㈯　

午
後
１
時
〜
５
時
、
29

日
㈰　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

□場
瑞
沼
市
民
セ
ン
タ
ー
体
育
館

□内
市
の
花
「
さ
つ
き
」
を
一
堂
に
集
め
、

展
示
・
即
売
会

□費
無
料

□問
農
業
振
興
課
☎
930
・
７
７
２
２

越
谷
国
際
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

□日
６
月
５
日
㈰　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

□場
葛
西
用
水
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ

□内
外
国
の
文
化
の
紹
介
、
国
際
交
流
活
動

の
紹
介
、
外
国
雑
貨
の
販
売
、
外
国
料
理

屋
台
、
ス
テ
ー
ジ
発
表
（
色
々
な
国
の
踊

り
な
ど
）

□問
越
谷
市
国
際
交
流
協
会
☎
960
・
３
３
５

０ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園
春
の
花
ま
つ
り

□日
５
月
14
日
㈯　

午
前
10
時
〜
午
後
２
時

※

雨
天
の
場
合
、
15
日
㈰
に
順
延

□場
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園
（
東
武
ス
カ
イ

ツ
リ
ー
ラ
イ
ン
せ
ん
げ
ん
台
駅
か
ら
ま
つ

ぶ
し
緑
の
丘
公
園
行
き
バ
ス
で
「
ま
つ
ぶ

し
緑
の
丘
公
園
」
下
車
）

□内
ム
ギ
セ
ン
ノ
ウ
・
ポ
ピ
ー
花
摘
み
、
写

生
会
、
模
擬
店
、
各
種
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

な
ど

□問
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー

☎
991　
・
１
２
１
１

さ
つ
き
・
花
し
ょ
う
ぶ
展

□日
５
月
28
日
㈯  

午
後
１
時
〜
９
時
、
29

日
㈰　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

□場
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
お
あ
し
す

□内
市
の
花
「
さ
つ
き
」
と
市
の
特
産
品

「
花
し
ょ
う
ぶ
」
の
展
示
会
と
チ
ャ
リ
テ

ィ
販
売

□問
商
工
課
☎
982
・
９
６
９
７

そ
う
か
環
境
と
く
ら
し
フ
ェ
ア
２
０
１
６

□日
５
月
29
日
㈰　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

□場
中
央
公
民
館

□内
市
民
が
製
作
し
た
エ
コ
バ
ッ
グ
な
ど
の

展
示
、
草
加
ネ
イ
チ
ャ
ー
写
真
展
、
フ
リ

ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど

□問
環
境
課
☎
922
・
１
５
１
９

■
一
般
書

１
位
「
祈
り
の
幕
が
下
り
る
時
」　

  　

東
野　

圭
吾　

著

２
位
「
火
花
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
吉　

直
樹　

著

３
位
「
夢
幻
花
」　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
野　

圭
吾　

著

４
位
「
悲
嘆
の
門
」　
　
　
　
　
　
　
　

宮
部　

み
ゆ
き　

著

５
位
「
白
ゆ
き
姫
殺
人
事
件
」　
　
　
　

湊　

か
な
え　

著

■
児
童
書

１
位
「
か
い
け
つ
ゾ
ロ
リ
」
シ
リ
ー
ズ

原　

ゆ
た
か　

さ
く
・
え

２
位
「
鹿
の
王
」　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
橋　

菜
穂
子　

著

３
位
「
わ
た
し
は
み
ん
な
に
好
か
れ
て
る
」

令
丈　

ヒ
ロ
子　

作

■
絵
本

１
位
「
し
ろ
く
ま
ち
ゃ
ん
の
ほ
っ
と
け
ー
き
」

わ
か
や
ま　

け
ん　

え

２
位
「
へ
ん
し
ん
プ
レ
ゼ
ン
ト
」　
　
　

　

あ
き
や
ま　

た
だ
し　

作
・
絵

３
位
「
が
た
ん
ご
と
ん
が
た
ん
ご
と
ん
」

安
西　

水
丸　

さ
く
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八
幡
・
八
條
図
書
館

毎
週
月
曜
日

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口

毎
週
土
・
日
曜
日
、
祝
日

■
５
月
の
休
館
日

　
平
成
27
年
度
の
資
料
貸
出
ラ
ン
キ

ン
グ
を
紹
介
し
ま
す
。

おしらせHOTコーナー

行
とっ
て
み
た
い
な

な
り
ま
ち

三
郷
市

松
伏
町

草
加
市

越
谷
市

さ    

ぎ

面会交流とは

面会交流について

　40歳以上の八潮市国民健康保険の加入者で、人間ドックや会社
などの健診を受けている場合は、ぜひ受診結果をご提供ください
（返信用封筒は、受診券と一緒に送付しています）。
　受診結果を提供していただくことで、次のようなメリットがあ
ります。

①受診結果が一定の要件に該当する方は、無料で市の特定
　保健指導を利用できます。 
②人間ドックの検査項目のうち、市の「健康診査補助金」
　の交付対象となるものがある場合、この補助金が受けら
　れる場合があります。 

人間ドックなどを受けた方は
健診結果の提供にご協力ください！

特定健診が始まりました特定健診が始まりました

□問国保年金課☎○内 ２１４

　「面会交流」とは、別居や離婚により子どもと離れて暮らす一方の親が、子
どもと会って交流することです。法律上、協議離婚をする際には、「父または
母と子との面会及びその他の交流」を協議で定めると規定されています（民法
第766条）。この背景には、離れて暮らす親と定期的な面会交流が行われ、どち
らの親からも愛され大切にされていることを実感することが、子どもの成長に
良い影響を与えるという考えがあります。

面会交流の決定方法
①両親の間で話し合う
　まずは、両親の間で、話し合います。その際、子どもと会う回数や、1回あた
りの時間など、きちんとルールを決めておくことが大切です。
②調停
　話し合いができない、またはまとまらない場合は、家庭裁判所に面会交流の
取り決めを求めて、調停の申立てをすることができます。最近では、父親の育
児参加が社会的に進んだことなども影響して、この面会交流の調停事件がとて
も増えています。平成26年には、1万1,000件を超える面会交流の調停申立てが
ありました。
　調停では、面会交流を行うことが子どもにとって良くない特別な事情がない
限り、面会交流を行う方向で話し合いが進められるのが一般的です。両親の間
に感情の対立があるなどのため、両親の間で直接の連絡ができないようなケー
スでは、ＮＰＯなどの第三者機関を利用し、面会交流のための連絡調整や実施
時の付き添いを合意することもあります。
③審判
　調停は裁判所が結論を押しつける手続きではなく、両親が調停員を通じた話
し合いによって合意をするものですが、この話し合いが決裂した場合には、裁
判所が「審判」という手続きによって、面会交流に関する命令（決定）を出し
ます。ただ、この命令を子どもを養育する親が守らない場合であっても、「子
どもと交流する」という性質上、強制的な手段で子どもと面会させることまで
はできないのが実情です。

□問埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　廣部（弁護士）

吉
川
市

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
12
日
㈰
・
26
日
㈰　

午
後

２
時
〜

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
５
日
㈰
・
12
日
㈰
・
26
日

㈰　

午
前
11
時
〜

▼
一
般
向
け
＝
12
日
㈰
・
19
日
㈰
・
26
日

㈰　

午
後
２
時
〜

※

上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
、
図
書
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
６
月
の
上
映
会
の
日

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
、
障
が
い
・
遺
族
年

金
受
給
者
向
け
給
付
金
（
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時

福
祉
給
付
金
）
の
お
知
ら
せ
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み
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ま
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法律相談コラム法律相談コラム
法律相談などで多い事例とそのアドバイス

特定健診は4月1日から11月30日
まで実施しています。

振
り
込
め
詐
欺
に
注
意


